
○
電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
改
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

日
）
か
ら
施
行
す

る
。 
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（
電
気
通
信
主
任
技
術
者
の
選
任
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
三
条
の
二 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は

、
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
設
置
の
範
囲
が
一
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

）
の
区
域
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十

二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
第
七
項
に
お
い
て
単
に
「
指
定
都
市
」
と

い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
区
の
区
域
）
を
超
え
な
い
場
合
の
う
ち
、
当
該

区
域
に
お
け
る
利
用
者
の
数
が
三
万
未
満
で
あ
る
と
き
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
配
置
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
そ
の
事
業
用
電
気

通
信
設
備
が
専
ら
ド
メ
イ
ン
名
関
連
事
業
（
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
（
昭
和

六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
六
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ド
メ
イ
ン
名
関

連
事
業
を
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 

（
電
気
通
信
主
任
技
術
者
の
選
任
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
三
条
の
二 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は

、
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
設
置
の
範
囲
が
一
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

）
の
区
域
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十

二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
第
七
項
に
お
い
て
単
に
「
指
定
都
市
」
と

い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
そ
の
区
の
区
域
）
を
超
え
な
い
場
合
の
う
ち
、
当
該
区

域
に
お
け
る
利
用
者
の
数
が
三
万
未
満
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
配
置
さ
れ
て
い
る
場
合
と
す
る
。 
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